
12月定例会では、こんなことが決まりました
７人の議員が一般質問を行いました
委員会のうごき
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❷

　平成２５年第５回定例会が、１２月２日から１２月１８日ま
での１７日間の会期で開かれました。
　斑鳩町子ども・子育て会議設置条例についてなど、１４議案
を可決、人事案件３件について答申・同意し、１件の陳情に
ついて審議しました。
　また、最終日には２件の意見書を上程、その他、６月に上程し、
継続審査となっていた斑鳩町議会の議員の定数条例の一部を
改正する条例を可決しました。
　それぞれの結果は、下記のとおりです。

12月
定例会では12月
定例会では12月
定例会では12月
定例会では

案　件 結　果

条例

陳情

予算

人事

その他

発議

斑鳩町子ども・子育て会議設置条例について

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について

斑鳩町町税条例の一部を改正する条例について

斑鳩町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

斑鳩町介護保険条例の一部を改正する条例について

斑鳩町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について

斑鳩町町営住宅条例の一部を改正する条例について

平成２５年度斑鳩町一般会計補正予算（第７号）について

平成２５年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）について

平成２５年度斑鳩町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）について

平成２５年度斑鳩町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について

平成２５年度斑鳩町水道事業会計補正予算（第１号）について

人権擁護委員の推薦について意見を求めることについて（その１）（その２）

斑鳩町固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求めることについて

奈良県市町村総合事務組合を組織する市町村等の変更について

奈良県市町村総合事務組合の規約の変更について

「要支援者に対する介護保険サービスの継続」を求める意見書提出のお願いについて

斑鳩町議会の議員の定数条例の一部を改正する条例について

安心して介護が受けられるために、介護の拡充を求める意見書について

給付制奨学金の実現と学費・授業料無償化を進めることを求める意見書について　　

満場一致で可決

満場一致で可決

満場一致で可決

満場一致で適任と答申

賛成少数で否決

賛成多数で可決

不 採 択

満場一致で同意

賛成多数で可決

満場一致で可決

　議会に上程された議案書は、役場３階の議会事務局で閲覧することができます。それぞれの議案について、詳しく知りたい場合
は、役場３階の議会事務局までお越しください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  TEL７４－１００１（内線３０２）

議会の議案書を閲覧できます

12ページに
賛否の討論

13ページに
賛否の討論

9ページに
関連記事

11ページに
関連記事と
賛否の討論

西尾雅央氏、
森田敬子氏が
適任であると
の意見を答申
しました。

吉岡祥充氏を
選任することに
同意しました。
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No.79❸

12月
定例会では12月
定例会では

　本定例会での一般質問は、１２月５日・６日の両日、７人の議員が

行いました。質問と答弁の内容を要約し、お知らせします。　　

　２日間で延べ８人の方が傍聴に来られました。

学
童
保
育
の
時
間
延
長
を

木　澤　正　男  議員

▲斑鳩学童保育室

一 般 質 問

議
員　

町
は
時
間
延
長
を
実
施

で
き
な
い
理
由
の
一
つ
と
し
て
、

夕
食
の
提
供
が
で
き
な
い
こ
と

を
あ
げ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
対

す
る
町
の
見
解
を
お
た
ず
ね
し

ま
す
。

住
民
生
活
部
長　

午
後
6
時
を

過
ぎ
る
と
指
導
員
に
空
腹
感
を

訴
え
る
児
童
が
多
く
、
午
後
6
時

半
以
降
も
児
童
を
預
か
る
の
で

あ
れ
ば
夕
食
の
提
供
を
し
て
い

く
の
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

　

ま
た
、
保
護
者
が
子
ど
も
と

ゆ
っ
く
り
話
を
す
る
と
い
う
時

間
の
確
保
が
必
要
だ
と
考
え
ま

す
の
で
、
学
童
保
育
室
の
時
間
延

長
に
つ
い
て
は
現
段
階
で
は
考

え
て
い
ま
せ
ん
。

議
員　

空
腹
を
訴
え
る
子
ど
も

た
ち
に
対
し
て
は
、
時
間
延
長
す

る
し
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
軽
食

を
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
、

対
応
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

と
考
え
ま
す
。

　

ま
た
、
今
年
の
4
月
か
ら
三
郷

町
で
は
午
後
７
時
ま
で
、
平
群
町

で
は
午
後
7
時
30
分
ま
で
学
童

保
育
の
時
間
延
長
を
し
て
い
ま

す
が
、
ど
ち
ら
も
夕
食
は
提
供
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
。こ
う
し
た
点
に

つ
い
て
は
、
保
護
者
会
と
よ
く
相

談
し
て
対
応
を
図
っ
て
い
た
だ

き
ま
す
よ
う
要
望
い
た
し
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
質
問
に
対

し
、
町
長
は
「
も
っ
と
母
親
が
早

く
帰
っ
て
く
る
努
力
を
す
る
べ

き
」
と
い
う
趣
旨
の
答
弁
を
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
物
理
的
に
帰
っ
て

こ
ら
れ
な
い
人
が
い
る
か
ら
時

間
延
長
を
求
め
て
い
る
の
に
対

し
て
議
論
が
か
み
合
っ
て
い
ま

せ
ん
。そ
の
点
は
ど
う
考
え
て
い

ま
す
か
。

町
長　

帰
っ
て
来
ら
れ
な
い
な

ら
誰
か
に
頼
む
と
か
、
王
寺
あ
た

り
で
は
元
気
ク
ラ
ブ
が
10
時
ま

で
や
っ
て
い
ま
す
か
ら
そ
う
い

う
と
こ
ろ
を
利
用
し
て
い
た
だ

き
た
い
。私
は
、
帰
れ
な
い
と
か

そ
う
い
う
問
題
よ
り
も
、
子
ど
も

と
親
子
の
愛
情
そ
の
も
の
を
考

え
て
い
く
べ
き
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。

議
員　

以
前
に
行
っ
た
ア
ン

ケ
ー
ト
で
寄
せ
ら
れ
た
「
早
く
帰

り
た
く
て
も
帰
れ
な
い
」「
近
く

に
頼
れ
る
人
が
い
な
い
か
ら
な

ん
と
か
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
保

護
者
の
声
に
正
面
か
ら
応
え
、
制

度
の
充
実
を
前
向
き
に
検
討
し

て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
強
く
要

望
し
ま
す
。

そ
の
他
の
質
問

※
次
世
代
育
成
支
援
に
つ
い
て

※
人
材
バ
ン
ク
制
度
に
つ
い
て

※
イ
コ
カ
カ
ー
ド
の
導
入
に
つ

い
て

議会だよりが斑鳩町ホームページで
　　　　閲覧できます。
斑鳩町ホームページ（http://www.town.ikaruga.nara.jp)で、町議会を
クリックしてください。
NO.52（平成19年5月1日発行）からのバックナンバーも閲覧できます。
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議
員　

高
齢
者
の
方
が
外
出
し
た

際
に
、
途
中
で
容
態
が
悪
化
し
命

に
及
ぶ
事
態
が
起
こ
っ
た
場
合
、

住
所
・
連
絡
先
や
疾
患
な
ど
を
明

記
し
た
カ
ー
ド
を
携
帯
し
て
い
れ

ば
、
緊
急
時
の
早
急
な
対
応
が
可

能
と
考
え
「
高
齢
者
の
外
出
時
に

お
け
る
緊
急
時
対
応
カ
ー
ド
」
の

作
成
を
平
成
23
年
9
月
議
会
で
提

案
を
し
ま
し
た
が
、
そ
の
後
の
検

討
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

総
務
部
長　

こ
の
緊
急
時
対
応

カ
ー
ド
は
、携
帯
す
る
方
の
氏
名
、

住
所
、生
年
月
日
、持
病
や
ア
レ
ル

ギ
ー
等
の
情
報
、
さ
ら
に
災
害
時

要
援
護
者
情
報
と
し
て
身
体
、
介

護
状
況
、
家
族
の
連
絡
先
な
ど
を

記
載
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
ま

す
。

　

町
と
し
て
、
被
災
者
が
適
切
な

支
援
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
必
要
な
個
人
情
報
を
記

載
で
き
る
「（
仮
称
）
斑
鳩
町
命
の

パ
ス
ポ
ー
ト
」を
来
年
度
作
成
し
、

各
戸
配
布
し
ま
す
。

子
育
て
世
代
へ
の
情
報
発
信
と

婚
活
支
援
に
つ
い
て

議
員　

町
長
の
施
政
方
針
で
は
、

「
出
生
率
県
内
1
位
を
め
ざ
す
」と

宣
言
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
後
、
斑
鳩
町
の
子
育
て
施
策

を
工
夫
し
、
広
く
情
報
発
信
し
て

は
ど
う
で
す
か
。

住
民
生
活
部
長　

結
婚
を
考
え
て

い
る
カ
ッ
プ
ル
や
、
出
産
を
控
え

て
い
る
ご
夫
婦
、ま
た
、家
を
建
て

よ
う
と
考
え
て
い
る
家
庭
な
ど
、

子
育
て
世
代
に
向
け
、
斑
鳩
町
に

定
住
を
考
え
て
も
ら
え
る
よ
う
情

報
発
信
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

議
員　

全
国
各
地
で
は
、
婚
活
を

中
心
と
し
た
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。先
月
、町
内
で
地
域
の

活
性
化
の
た
め
、東
栄
会
が「
寺
社

コ
ン
」を
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

国
で
は
、
少
子
化
対
策
の
一
環

と
し
て
婚
活
な
ど
の
支
援
に
つ
い

て
報
道
し
て
い
ま
す
が
、
今
後
の

婚
活
支
援
へ
の
考
え
方
と
取
組
み

に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

住
民
生
活
部
長　

婚
活
の
イ
ベ
ン

ト
は
行
政
で
実
施
す
る
よ
り
も
民

間
で
実
施
す
る
の
が
望
ま
し
い
と

考
え
ま
す
が
、今
後
、民
間
で
街
コ

ン
等
の
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
る
時

は
、支
援
を
検
討
し
ま
す
。

　
そ
の
他
の
質
問

※
児
童
虐
待
の
背
景
と
防
止
の
推
進

※
発
災
前
の
防
災
対
策
の
検
証

（縦8.5 ㎝×横5.1 ㎝）

▶
静
岡
県
藤
枝
市
の

　
　
「
命
の
パ
ス
ポ
ー
ト
」

議
会
の
日
程

議
会
の
日
程

　

開
会
時
間
は
14
日
（
金
）
・
18
日
（
火
）
は
午
後
1
時
30

分
、
そ
の
他
の
日
程
は
午
前
９
時
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

（
広
報
発
行
常
任
委
員
会
は
本
会
議
終
了
後
）

　

日
程
・
時
間
は
、
一
部
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
議
会
事
務
局
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

議
会
事
務
局
℡
７
４
‐
１
０
０
１
内
線
３
０
２

平
成
26
年
第
1
回
定
例
会

閉
会
中
の
委
員
会一

般
質
問

一
般
質
問

予
算
審
査
特
別
委
員
会

予
算
審
査
特
別
委
員
会

予
算
審
査
特
別
委
員
会

建
設
水
道
常
任
委
員
会

厚
生
常
任
委
員
会

総
務
常
任
委
員
会

議
会
運
営
委
員
会

本
会
議
最
終
日（
委
員
長
報
告
、討
論
、表
決
）

日（
木
）

日（
金
）

日（
月
）

日（
水
）

日（
木
）

日（
金
）

日（
月
）

日（
火
）

日（
水
）

日（
火
）

671012131417181925
日（　

）

日（　

）

日（　

）

日（　

）

18192021

2
月

3
月

建
設
水
道
常
任
委
員
会

厚
生
常
任
委
員
会

総
務
常
任
委
員
会

議
会
運
営
委
員
会

3
日（
月
）本
会
議
初
日

　
　
　
（
委
員
長
報
告
、提
案
説
明
、 

議
案
上
程
）

　
　
　
　

広
報
発
行
常
任
委
員
会

火水木金

議
場
は
、役
場
３
階
で
す
。

す
べ
て
傍
聴
で
き
ま
す
。

来年度から「（仮称）斑鳩町
　　命のパスポート」を配布

飯　髙　昭　二  議員

❹

一 般 質 問
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議
員　

Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
ー
ビ
ス
「
税
金

は
ど
こ
へ
行
っ
た
」
は
納
税
者
で

あ
る
町
民
の
税
金
が
何
に
使
わ
れ

て
い
る
の
か
、
一
日
当
た
り
の
金

額
が
分
か
る
サ
ー
ビ
ス
で
あ
り
、

一
人
一
人
が
公
共
サ
ー
ビ
ス
に
お

け
る
受
益
と
負
担
の
関
係
を
数
字

で
理
解
し
た
上
で
、
私
な
ら
こ
の

よ
う
に
税
金
を
使
っ
て
ほ
し
い
と

い
う
具
体
的
で
責
任
の
あ
る
意
見

を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を

目
的
に
公
開
さ
れ
て
い
る
サ
ー
ビ

ス
で
あ
る
。

　

今
後
の
斑
鳩
町
の
財
政
状
況
も

楽
観
視
で
き
る
状
況
で
は
な
い
。

　

そ
ん
な
斑
鳩
町
の
財
政
の
現
状

を
住
民
み
ん
な
で
議
論
し
て
い
く

契
機
と
な
る
斑
鳩
バ
ー
ジ
ョ
ン
の

導
入
を
考
え
て
は
ど
う
か
伺
う
。

副
町
長　

勉
強
す
る
。

郷
土
の
情
報
発
信
に

Ａ
Ｋ
Ｂ
48
の
活
用
を
！

議
員　

Ａ
Ｋ
Ｂ
48
の
「
恋
す
る

フ
ォ
ー
チ
ュ
ン
ク
ッ
キ
ー
」
を

使
っ
た
、
ま
ち
お
こ
し
動
画
が
全

国
で
作
成
さ
れ
て
い
る
。

　

役
場
職
員
が
出
演
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
行
政
の
見
え
る
化
、
役
場

の
お
堅
い
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
し
、

町
民
に
親
近
感
を
持
っ
て
い
た
だ

け
る
と
考
え
る
。

　

予
算
ゼ
ロ
円
、
携
帯
の
ス
マ
ホ

と
三
脚
だ
け
で
制
作
す
る
こ
と
の

で
き
る
気
軽
な
動
画
、
素
人
感
丸

出
し
の
温
か
み
を
感
じ
る
ほ
の
ぼ

の
と
し
た
郷
土
Ｐ
Ｒ
動
画
が
今
ま

で
に
な
い
費
用
対
効
果
を
生
み
出

す
と
考
え
る
。

　

ま
た
、
町
長
が
出
演
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
町
内
の
各
種
団
体
も
幅

広
く
参
加
、
そ
の
映
像
を
共
有
し

多
く
の
人
に
拡
散
し
て
も
ら
う
こ

と
が
、
私
た
ち
が
住
ん
で
い
る
斑

鳩
の
良
さ
、
誇
り
を
住
民
に
再
認

識
し
て
い
た
だ
け
る
契
機
に
な
る

と
考
え
て
い
る
が
、
町
の
見
解
に

つ
い
て
伺
う
。

町
長　

創
意
工
夫
を
凝
ら
し
マ
ス

コ
ミ
も
利
用
し
な
が
ら
斑
鳩
を
Ｐ

Ｒ
し
て
い
く
。

議
員　

Ａ
Ｋ
Ｂ
の
曲
を
通
じ
て
斑

鳩
町
の
組
織
を
理
解
し
て
も
ら
お

う
と
い
う
の
が
１
０
０
％
正
し
い

と
は
思
わ
な
い
。し
か
し
、い
ま
だ

か
つ
て
無
い
ほ
ど
、
町
民
が
斑
鳩

に
関
心
を
も
つ
こ
と
に
な
る
と
考

え
る
。そ
の
間
に
次
の
一
手
、透
明

性
と
信
頼
を
得
る
施
策
を
考
え
て

は
ど
う
か
。も
う
一
度
、検
討
し
て

い
た
だ
く
よ
う
に
要
望
す
る
。

　　
　

議
員　

町
は
焼
却
施
設
を
廃
止

し
、
脱
焼
却
・
脱
埋
立
て
の
町
を

目
指
そ
う
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

最
近
の
ご
み
排
出
状
況
や
資
源
化

状
況
を
お
聞
き
し
ま
す
。

住
民
生
活
部
長　

ご
み
排
出
量
に

つ
い
て
、
平
成
23
年
度
は

6
5
2
0
ｔ
で
、
町
民
１
人
１
日

あ
た
り
6
2
5
ｇ
と
な
っ
て
お

り
、
奈
良
県
民
１
人
１
日
あ
た
り

で
は
9
2
3
ｇ
で
、
県
と
比
べ
て

も
か
な
り
少
な
い
量
で
推
移
し
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
資
源
化
率
は
平
成
22
年

度
で
39
・
6
％
、
23
年
度
で
42
・

7
％
、
24
年
度
で
は
45
・
0
％
と

町
民
の
方
々
の
分
別
の
徹
底
に
よ

り
、年
々
上
昇
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

一
方
、奈
良
県
で
は
、平
成
24
年
度

で
13
・
5
％
と
な
っ
て
お
り
、
県

よ
り
高
い
値
で
資
源
化
処
理
さ
れ

て
い
ま
す
。

議
員　

リ
サ
イ
ク
ル
技
術
は
日
々

進
ん
で
お
り
、今
後
、生
ご
み
の
次

に
ど
の
よ
う
な
も
の
を
資
源
化
し

て
い
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
お

聞
き
し
ま
す
。

住
民
生
活
部
長　

リ
サ
イ
ク
ル
技

術
の
進
歩
は
日
進
月
歩
で
あ
り
、

こ
れ
ま
で
困
難
と
い
わ
れ
て
い
た

ガ
ラ
ス
類
の
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ

ム
が
確
立
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

ま
た
、
紙
お
む
つ
類
の
リ
サ
イ
ク

ル
プ
ラ
ン
ト
が
建
設
さ
れ
、
紙
お

む
つ
類
の
分
別
収
集
に
取
り
組
む

市
町
村
が
出
て
く
る
な
ど
、
紙
お

む
つ
類
の
リ
サ
イ
ク
ル
技
術
も
進

ん
で
き
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、平
成
25
年
4
月
に「
使

用
済
小
型
電
子
機
器
の
再
商
品
化

の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
が
施
行

さ
れ
、今
後
は
、小
型
電
子
機
器
の

資
源
化
も
加
速
さ
れ
る
と
考
え
て

い
ま
す
。当
町
で
は
一
般
廃
棄
物

▲恋するフォーチュンクッキー　神奈川県Ver.

議
会
の
日
程

ご
み
減
量
化・資
源
化
の

展
望
に
つ
い
て

坂　口　　徹  議員

いつもと違う町おこし！

小　林　　誠  議員
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処
理
基
本
計
画
を
中
間
年
で
あ
る

平
成
27
年
度
に
数
値
目
標
を
見
直

す
こ
と
と
し
て
お
り
、
平
成
26
年

度
以
降
、ガ
ラ
ス
類
、小
型
電
子
機

器
、
紙
お
む
つ
類
の
資
源
化
処
理

に
つ
い
て
、
取
り
入
れ
ら
れ
る
も

の
は
順
次
、
取
り
入
れ
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

議
員　

比
較
的
取
り
扱
い
し
や
す

い
ガ
ラ
ス
類
の
資
源
化
処
理
や
小

型
電
子
機
器
も
不
燃
ご
み
か
ら
分

別
し
、資
源
化
処
理
へ
の
移
行
、紙

お
む
つ
類
の
資
源
化
処
理
に
つ
い

て
も
、
様
々
な
角
度
か
ら
そ
の
実

現
性
に
つ
い
て
調
査
研
究
し
、
資

源
化
率
上
昇
に
努
め
ら
れ
る
よ
う

要
望
し
ま
す
。

そ
の
他
の
質
問

※
災
害
時
に
お
け
る
公
園
の
出
入

　

口
に
つ
い
て

議
員　

6
ヵ
月
雇
用
の
非
常
勤
臨

時
職
員
の
有
給
休
暇
の
日
数
が
、

前
半
の
4
月
か
ら
9
月
は
5
日

で
、
後
半
の
10
月
か
ら
3
月
は
3

日
に
な
っ
て
い
る
。1
年
間
の
常

勤
臨
時
職
員
と
し
て
勤
め
た
い

が
、
6
ヵ
月
雇
用
の
非
常
勤
に

な
っ
て
い
る
場
合
も
多
い
。1
年

間
の
有
給
休
暇
は
常
勤
臨
時
職
員

は
10
日
で
、
正
職
員
は
20
日
と

な
っ
て
い
る
。6
ヵ
月
雇
用
で
は
、

8
日
し
か
な
い
。前
後
半
で
休
暇

日
数
が
違
う
の
は
何
故
な
の
か
。

総
務
部
長　

一
般
職
の
臨
時
職
員

等
の
取
扱
要
綱
の
規
定
に
よ
り
、

雇
用
期
間
の
勤
務
見
込
み
日
数
が

48
日
か
ら
72
日
ま
で
は
1
日
、
73

日
か
ら
１
２
０
日
ま
で
は
3
日
、

１
２
１
日
か
ら
１
６
８
日
で
は
5

日
、
１
６
９
日
か
ら
２
１
６
日
で

は
6
日
、
２
１
７
日
以
上
は
10
日

と
い
う
よ
う
に
、
臨
時
職
員
に
有

給
休
暇
を
付
与
し
て
い
る
。4
月

か
ら
9
月
ま
で
と
、
雇
用
更
新
し

た
10
月
か
ら
3
月
ま
で
と
は
勤
務

見
込
み
日
数
に
違
い
が
あ
り
、
付

与
日
数
に
差
異
が
あ
る
。

議
員　

暦
で
勤
務
見
込
み
日
数
を

数
え
る
と
、
4
月
か
ら
9
月
ま
で

は
１
２
５
日
、
10
月
か
ら
3
月
ま

で
は
１
１
９
日
、
6
日
し
か
差
が

な
い
の
に
、
6
ヵ
月
雇
用
と
し
て

1
年
勤
め
て
前
半
と
後
半
で
2
日

も
有
給
休
暇
が
違
う
の
は
割
り
切

れ
な
い
。要
綱
に
あ
る
有
給
休
暇

の
付
与
日
数
は
、
以
前
に
1
年
雇

用
が
普
通
だ
っ
た
時
に
使
わ
れ
て

い
た
も
の
で
、
日
数
の
つ
け
方
は

あ
く
ま
で
も
、
1
年
雇
用
を
想
定

し
た
も
の
で
は
な
い
か
。1
年
間

の
勤
務
見
込
み
日
数
は
2
4
4
日

あ
る
の
で
、
常
勤
の
臨
時
職
員
は

5
月
の
連
休
明
け
か
ら
勤
め
た
と

し
て
も
有
給
休
暇
は
10
日
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。斑
鳩
町
の
全

職
員
3
3
5
人
の
う
ち
、
正
職
員

は
、
1
9
3
人
で
57
・
61
％
と
低

く
、
多
く
の
臨
時
職
員
を
採
用
し

て
い
る
な
か
で
、
6
ヵ
月
雇
用
の

非
常
勤
職
員
は
24
・
78
％
を
占
め

て
い
る
。広
域
7
町
で
も
、時
間
給

も
高
い
と
は
言
え
な
い
状
況
も
あ

り
、
今
後
の
処
遇
改
善
を
検
討
す

べ
き
で
あ
る
。

そ
の
他
の
質
問

※
過
密
状
況
の
あ
わ
保
育
園
の
安

　

全
確
保
と
今
後
の
体
制

※
開
発
に
伴
う
事
業
者
と
地
元
自

　

治
会
と
の
関
係
に
つ
い
て

※
中
央
体
育
館
南
側
の
乱
雑
な
不

　

用
品
の
状
況
に
つ
い
て

※
空
き
家
対
策
に
つ
い
て

議
員　

平
成
11
年
度
に
設
置
さ
れ

た
「
Ｇ
Ｉ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究

会
」に
つ
い
て
、そ
の
設
置
経
緯
と

研
究
内
容
を
問
う
。

総
務
部
長　

職
員
自
ら
の
発
案
に

よ
り
、
様
々
な
行
政
課
題
に
つ
い

い
て
横
断
的
に
調
査
研
究
を
行
う

取
り
組
み
の
一
つ
と
し
て
、
当
町

の
情
報
政
策
部
門
を
事
務
局
と

し
、Ｇ
Ｉ
Ｓ
を
効
果
的
・
効
率
的

に
利
活
用
で
き
る
部
署
の
職
員
で

構
成
・
設
置
し
ま
し
た
。当
時
、Ｇ

Ｉ
Ｓ
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
個
々

の
業
務
の
効
率
化
を
図
ろ
う
と
す

▲斑鳩町ごみ積替え施設

▲役場庁舎の窓口

？ミニ解説？ 非常勤の臨時職員の
　　　処遇改善について

里 川 宜 志 子  議員

住民サービスの
　　　効率化・高度化は
　　　　　ＧISの構築で！！

小　野　隆　雄  議員

❻
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る
機
関
が
増
加
し
、
各
種
計
画
策

定
業
務
や
施
設
管
理
・
顧
客
管
理

な
ど
多
く
の
分
野
で
成
果
を
上
げ

て
い
ま
し
た
。し
か
し
、シ
ス
テ
ム

導
入
時
ま
た
運
用
面
に
お
い
て
ま

だ
課
題
が
多
く
、
そ
の
提
案
に
つ

い
て
は
評
価
し
つ
つ
も
、
構
築
に

多
額
の
財
政
負
担
を
必
要
と
す
る

こ
と
か
ら
、Ｇ
Ｉ
Ｓ
の
導
入
を
見

送
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。

議
員　

先
日
、
視
察
研
修
で
訪
問

し
た
富
田
林
市
で
は
、
本
町
と
同

じ
く
平
成
11
年
に
庁
内
Ｇ
Ｉ
Ｓ
研

究
会
を
立
ち
上
げ
シ
ス
テ
ム
を
構

築
さ
れ
て
い
ま
す
。多
く
の
行
政

分
野
に
的
確
で
ス
ピ
ー
デ
ィ
に
利

活
用
が
で
き
る
、Ｇ
Ｉ
Ｓ
導
入
に

向
け
て
の
認
識
と
対
応
を
問
う
。

総
務
部
長　

富
田
林
市
で
は
、
独

自
の
研
究
と
工
夫
に
よ
り
、
技
術

面
や
経
費
面
で
の
課
題
を
ク
リ
ア

さ
れ
、
革
新
的
で
優
れ
た
シ
ス
テ

ム
が
構
築
さ
れ
て
お
り
ま
す
。当

町
に
お
い
て
は
、
下
水
道
台
帳
や

道
路
台
帳
等
の
一
部
の
台
帳
を
、

そ
れ
ぞ
れ
必
要
な
時
期
に
電
子

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
を
実
施
し
た
た

め
、
そ
の
利
便
性
が
飛
躍
的
に
向

上
し
た
も
の
の
、
位
置
デ
ー
タ
が

そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
状
態
と
な
っ

て
い
ま
す
。こ
れ
ら
の
台
帳
を
は

じ
め
電
子
化
さ
れ
た
行
政
デ
ー
タ
、

そ
の
他
様
々
な
情
報
を
統
合
・
結

び
つ
け
る
こ
と
で
、よ
り
利
用
価
値

の
高
い
Ｇ
Ｉ
Ｓ
と
な
る
と
と
も
に
、

こ
れ
ま
で
の
投
資
の
効
果
が
向
上

す
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

　

情
報
化
社
会
に
お
け
る
技
術
革

新
が
進
み
、Ｇ
Ｉ
Ｓ
導
入
に
係
る

ハ
ー
ド
ル
は
下
が
り
つ
つ
あ
る
こ

と
か
ら
、改
め
て
財
政
課
題
を
含
め

て
、導
入
の
可
能
性
を
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
の
他
の
質
問

※
職
員
提
案
制
度
と
「
政
策
企
画

　

調
整
会
議
」に
つ
い
て

※
8
期
目
の
任
期
当
初
で
の
「
施

　

政
方
針
」に
つ
い
て

議
員　

施
政
方
針
の
中
に
「
子
ど

も
の
笑
顔
が
見
え
る
ま
ち
づ
く

り
」と「
笑
顔
で
元
気
に
暮
ら
せ
る

ま
ち
づ
く
り
」
を
着
実
に
実
行
し

て
い
く
と
あ
る
が
、
子
ど
も
の
た

め
の
施
策
と
し
て
、
ど
れ
ぐ
ら
い

公
費
が
使
わ
れ
て
い
る
の
か
、
支

出
額
及
び
町
の
負
担
額
を
伺
う
。

住
民
生
活
部
長　

子
ど
も
の
た
め

の
施
策
に
係
る
事
業
の
支
出
額
は

15
億
3
1
5
1
万
9
千
円
で
、
町

の
負
担
額
は
8
億
6
9
9
4
万
2

千
円
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

議
員　

次
に
、
高
齢
者
の
皆
さ
ん

に
使
わ
れ
て
い
る
支
出
額
及
び
町

の
負
担
額
を
伺
う
。

住
民
生
活
部
長　

高
齢
者
の
た
め

の
施
策
に
係
る
事
業
の
支
出
額
は

38
億
3
7
0
9
万
円
で
、
町
の
負

担
額
は
6
億
2
5
0
3
万
2
千
円

と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

議
員　

子
ど
も
と
高
齢
者
の
皆
さ

ん
に
係
る
費
用
は
一
般
会
計
及
び

特
別
会
計
の
総
決
算
額
の
約
3
分

の
1
を
占
め
る
大
切
な
分
野
な
の

で
、分
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
、

そ
の
対
象
年
齢
1
人
当
た
り
い
く

ら
に
な
る
の
か
伺
う
。

住
民
生
活
部
長　

ま
ず
、
子
ど
も

に
係
る
費
用
で
は
、
平
成
25
年
3

月
末
の
15
歳
未
満
の
人
数

4
2
1
2
人
で
割
り
ま
す
と
、
総

費
用
で
は
1
人
当
た
り
36
万
4
千

円
で
あ
り
、
町
の
負
担
す
る
費
用

で
は
１
人
当
た
り
20
万
７
千
円
と

な
り
ま
す
。

　

次
に
、
高
齢
者
に
係
る
費
用
で

は
、
平
成
25
年
３
月
末
の
65
歳
以

上
の
人
数
7
4
4
8
人
で
割
り
ま

す
と
、
総
額
で
は
1
人
当
た
り
51

万
5
千
円
で
あ
り
、
町
の
負
担
す

る
費
用
で
は
1
人
当
た
り
8
万
4

千
円
と
な
り
ま
す
。

議
員　

施
政
方
針
で
は
出
生
率
奈

良
県
1
位
を
目
指
す
等
の
施
策
や

高
齢
者
へ
の
新
た
な
施
策
を
考
え

ら
れ
て
お
り
、
限
ら
れ
た
財
源
の

中
で
、
今
後
ど
の
よ
う
に
し
て
こ

れ
ら
の
施
策
に
財
源
を
配
分
し
て

い
く
の
か
、配
分
方
針
を
伺
う
。

総
務
部
長　

町
長
が
公
約
に
掲
げ

ま
し
た
子
育
て
施
策
や
高
齢
者
施

策
の
充
実
な
ど
の
各
施
策
を
実
現

し
て
い
く
た
め
に
は
、
適
正
な
課

税
と
収
納
率
の
向
上
に
よ
る
自
主

財
源
の
確
保
、
行
政
経
費
の
節
減

に
よ
る
歳
出
の
削
減
な
ど
、
積
極

的
な
行
政
内
部
の
改
革
に
引
き
続

き
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

議
員　
「
人
」へ
の
施
策
を
重
要
と

捉
え
、
斑
鳩
の
将
来
が
明
る
い
も

の
に
な
る
よ
う
に
期
待
し
ま
す
。

デジタル化された地図、衛
星写真・航空写真・地形図
などのデータに、位置情報
に基づいて様々な情報を重
ね合わせて表示・分析する
システム。

？ミニ解説？？ミニ解説？
「GIS」（地理情報システム）

町長の施政方針について

伴　　吉　晴  議員

No.79❼

町政ここが聞きたい

4.1_いかるが議会だより79.indd   74.1_いかるが議会だより79.indd   7 14/01/22   16:5314/01/22   16:53



　

委
員
会
付
託
議
案

◎
議
案
第
47
号　

斑
鳩
町
町
営
住

宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て

　

今
回
の
条
例
改
正
に
つ
い
て

は
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止

及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法

律
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
改

正
と
な
っ
て
い
ま
す
。

◎
議
案
第
50
号　

平
成
25
年
度
斑

鳩
町
公
共
下
水
道
事
業
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
1
号
）
に
つ
い
て

　

一
般
会
計
繰
入
金
で
、
給
与
減

額
支
給
措
置
に
伴
う
人
件
費
の
減

額
分
と
し
て
、
2
7
1
万
7
千
円

を
減
額
し
、
4
億
5
，
7
7
9
万

1
千
円
に
減
額
補
正
す
る
も
の
で

す
。

◎
議
案
第
52
号　

平
成
25
年
度
斑

鳩
町
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）
に
つ
い
て

　

本
年
10
月
よ
り
水
道
料
金
を
値

下
げ
し
た
こ
と
に
よ
る
営
業
収
益

の
減
額
及
び
給
与
減
額
支
給
措
置

並
び
に
職
員
の
配
置
換
え
に
伴
う

人
件
費
の
予
算
補
正
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

継
続
審
査
案
件

◎
公
共
下
水
道
事
業
に
関
す
る
こ

と
に
つ
い
て　
　

　

龍
田
4
丁
目
地
内
の
国
道
25
号

線
歩
道
部
に
お
い
て
工
事
を
進
め

て
い
る
8
工
区
―
2
工
事
が
、
11

月
29
日
に
完
了
し
、
12
月
10
日
に

供
用
開
始
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

続
い
て
、
公
共
下
水
道
接
続
申

請
状
況
に
つ
い
て
、
平
成
25
年
11

月
末
現
在
の
接
続
申
請
受
付
総
数

は
2
8
6
0
件
と
な
り
、
利
用
世

帯
総
数
が
3
3
3
9
世
帯
と
な
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
接
続
率
は
、

66
・
2
％
と
の
こ
と
で
す
。

◎
都
市
計
画
道
路
の
整
備
促
進
に

関
す
る
こ
と
に
つ
い
て

　

い
か
る
が
パ
ー
ク
ウ
ェ
イ
の
工

事
の
関
係
で
は
、
岩
瀬
橋
周
辺
の

工
事
状
況
と
し
て
、
岩
瀬
橋
の
西

側
の
一
部
が
施
工
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
か
ら
、
い
か
る
が
パ
ー
ク

ウ
ェ
イ
岩
瀬
橋
の
工
事
を
行
う
た

め
に
、
旧
の
岩
瀬
橋
の
撤
去
を
引

き
続
き
進
め
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
岩
瀬
橋
西
詰
付
近
か
ら

三
室
交
差
点
ま
で
の
道
路
計
画
等

の
地
元
調
整
に
つ
い
て
、
12
月
3

日
に
三
室
地
区
自
治
会
バ
イ
パ
ス

問
題
検
討
委
員
会
役
員
の
皆
さ
ま

に
奈
良
国
道
事
務
所
よ
り
道
路
計

画
等
の
説
明
が
さ
れ
、
計
画
に
つ

い
て
の
協
議
が
行
わ
れ
た
と
の
こ

と
で
す
。

　

次
に
、法
隆
寺
線
整
備
事
業
で
、

国
道
25
号
取
付
け
部
分
に
お
い
て

残
っ
て
い
る
1
件
の
関
係
に
つ
い

て
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
会
社
担

当
者
と
協
議
を
行
い
、
補
償
費
を

含
め
た
交
渉
が
進
展
し
、
細
部
の

交
渉
を
行
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で

す
。

　

ま
た
、
平
行
し
て
、
面
積
を
確

定
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
国
道

の
境
界
明
示
に
関
し
て
土
地
所
有

者
よ
り
申
請
書
へ
の
押
印
を
い
た

だ
い
て
、
明
示
申
請
を
行
い
、
立

会
日
も
決
定
し
て
い
る
と
の
こ
と

で
す
。

　

ま
た
、
こ
う
し
て
交
渉
が
進
展

し
て
い
る
状
況
の
中
で
、
事
務
手

続
き
上
時
間
を
要
す
る
こ
と
か

ら
、
本
定
例
会
で
は
な
く
、
改
め

て
臨
時
議
会
を
開
催
し
、
補
正
予

算
に
つ
い
て
の
審
議
の
上
、
契
約

を
締
結
し
た
い
と
の
お
願
い
が
あ

り
ま
し
た
。

◎
Ｊ
Ｒ
法
隆
寺
駅
周
辺
整
備
事
業

に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て

　

駅
北
口
か
ら
の
南
北
の
町
道

3
1
2
号
線
、5
号
線
の
関
係
で
、

路
線
東
側
で
残
っ
て
い
た
１
件
に

つ
い
て
、
暫
定
的
に
、
こ
の
部
分

を
整
備
す
る
た
め
の
工
事
が
11
月

25
日
か
ら
現
地
で
の
工
事
を
実
施

す
る
中
、
近
々
完
了
す
る
見
込
み

と
な
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。

　

そ
の
他

・
町
営
住
宅
の
耐
震
補
強
化
と
地

　

震
に
よ
る
被
害
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
（
飯
髙
委
員
長
記
）

　

12
月
9
日
全
委
員
出
席
の
も
と
、
本
会
議
か
ら
付
託
を
受
け
た
3
議
案

を
慎
重
に
審
議
し
、
い
ず
れ
も
可
決
す
べ
き
も
の
と
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
継
続
審
査
案
件
に
つ
い
て
も
審
査
し
ま
し
た
の
で
、
そ
の
主
な

内
容
に
つ
い
て
の
概
要
を
報
告
し
ま
す
。

建
設
水
道
常
任
委
員
会

▶
法
隆
寺
線
整
備
事
業
に
お
け
る

　

国
道
25
号
取
り
付
け
部
分

委員会のうごき
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厚 生常任委員会

　

委
員
会
付
託
議
案

◎
議
案
第
41
号　

斑
鳩
町
子
ど

も
・
子
育
て
会
議
設
置
条
例
に
つ

い
て

◎
議
案
第
42
号　

特
別
職
の
職
員

で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
及
び
費

用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

こ
の
2
つ
は
、子
ど
も・子
育
て
支

援
法
に
係
わ
っ
て
改
正
が
必
要
と

な
る
も
の
で
あ
る
。

①
会
長
の
職
務
代
行
者
に
つ
い
て
②

次
世
代
育
成
支
援
協
議
会
の
開
催

状
況
と
、今
後
の
子
ど
も・
子
育
て

会
議
の
進
め
方
に
つ
い
て
③
次
世
代

育
成
支
援
の
子
育
て
交
付
金
の
終

了
と
今
後
の
一
括
交
付
金
に
つ
い
て

④
保
育
所
の
認
定
事
務
、公
定
価

格
に
つい
て

な
ど
の
議
論
が
さ
れ
た
。

◎
議
案
第
44
号　

斑
鳩
町
国
民
健

康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
に
つ
い
て

◎
議
案
第
45
号　

斑
鳩
町
介
護
保

険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て

◎
議
案
第
46
号　

斑
鳩
町
後
期
高

齢
者
医
療
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

◎
議
案
第
49
号　

平
成
25
年
度
斑

鳩
町
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
3
号
）
に
つ
い

て◎
議
案
第
51
号　

平
成
25
年
度
斑

鳩
町
介
護
保
険
事
業
特
別
会
計
補

正
予
算
（
第
２
号
）
に
つ
い
て

◎
陳
情
第
５
号　
「
要
支
援
者
に

対
す
る
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
継

続
」
を
求
め
る
意
見
書
提
出
の
お

願
い
に
つ
い
て

　

資
料
を
配
布
し
、陳
情
提
出
の

経
過
や
趣
旨
の
報
告
の
後
、質
疑
・

意
見
を
受
け
議
論
を
し
た
。

①
陳
情
受
付
が
9
月
で
、そ
の
後
に

も
社
会
保
障
審
議
会
の
介
護
保
険

部
会
の
審
議
が
あ
り
、見
直
し
も
さ

れ
、意
見
書
案
の
中
味
を
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
。②
高
齢
化
が
進

む
中
で
、制
度
の
持
続
可
能
な
運
営

の
必
要
が
あ
り
、財
政
状
況
か
ら
も

や
む
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。③

こ
の
文
章
で
は
、採
択
し
に
く
い
。④

要
支
援
者
の
訪
問
介
護
と
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
は
市
町
村
に
移
管
と
な
る

が
、町
の
財
政
状
況
、会
計
処
理
、

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
方
法
は
ど
う
な

る
の
か
。

な
ど
、質
疑・意
見
が
あ
り
、委
員
そ

れ
ぞ
れ
の
意
見
が
出
さ
れ
、満
場
一

致
で
不
採
択
と
な
っ
た
。

　

継
続
審
査
案
件

◎
環
境
保
全
及
び
ご
み
減
量
化
･

資
源
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
に

つ
い
て

・来
年
度
か
ら
の
可
燃
ご
み
の
委
託

処
理
契
約
に
つい
て

 

町
は
、一定
し
た
価
格
で
、安
定
的

に
処
理
を
委
託
し
た
い
と
考
え
、ま

た
、委
託
先
の
三
重
中
央
開
発
は
継

続
し
て
安
定
し
た
量
の
処
理
を
行

え
る
こ
と
か
ら
、複
数
年
で
の
契
約

締
結
を
考
え
て
い
る
。大
き
な
メ

リ
ッ
ト
は
、処
理
委
託
料
が
、現
行

の
単
年
度
で
は
、１
ｔ
当
た
り
3
4
，

6
5
0
円
の
処
理
単
価
が
、3
年
の

複
数
年
で
契
約
し
た
場
合
、１
ｔ
当

た
り
3
3
，0
7
5
円
と
い
う
見
積

額
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。26
年
4
月

か
ら
消
費
税
が
8
％
に
増
税
と
な
っ

た
と
き
に
で
も
、単
年
度
で
2
5
2

万
円
、3
ヵ
年
で
7
5
6
万
円
の
削

減
が
可
能
と
な
る
。

・（
仮
称
）斑
鳩
町
空
き
地
の
適
正

管
理
に
関
す
る
条
例
の
骨
子
に
つ

い
て

　

現
在
、条
例
制
定
に
向
け
て
検

討
を
進
め
て
い
る
。骨
子
に
つ
い
て
の

説
明
が
さ
れ
、委
員
会
で
の
意
見
も

取
り
入
れ
て
、最
終
的
な
条
例
案

を
ま
と
め
て
い
く
と
さ
れ
、委
員
か

ら一定
の
質
疑・意
見
が
あ
っ
た
。

　

各
課
報
告
事
項
・
そ
の
他

○
国
民
健
康
保
険
税
等
の
夜
間
・

休
日
納
税
相
談
の
実
施
に
つ
い
て

　

今
年
度
も
１
月
か
ら
３
月
の
３
ヵ

月
の
期
間
に
、滞
納
者
の
呼
び
出
し

も
含
め
て
実
施
す
る
。

○
高
齢
者
優
待
券
交
付
事
業
の
見

直
し
に
つ
い
て

　

26
年
度
か
ら
、Ｉ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ａ
カ
ー

ド
や
タ
ク
シ
ー
券
の
導
入
な
ど
、優

待
券
の
選
択
肢
の
拡
大
を
し
て
高

齢
者
の
社
会
参
加
、生
き
が
い
づ
く

り
の
た
め
の
外
出
支
援
の
充
実
を

検
討
し
て
お
り
、現
在
、諸
問
題
を

整
理
し
て
い
る
。

○
乳
幼
児
を
対
象
と
し
た
Ｂ
型
肝

炎
ワ
ク
チ
ン
接
種
費
用
助
成
事
業

に
つ
い
て

　

予
防
効
果
が
期
待
で
き
る
と
し
、

26
年
度
か
ら
、生
後
2
ヵ
月
か
ら
満

2
歳
ま
で
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
1
回

6
0
0
0
円
程
度
の
費
用
に
対
し

て
２
分
の
１
、３
０
０
０
円
の
上
限
で

助
成
す
る
。

　
　
　
　
　
　
（
里
川
委
員
長
記
）

　開会中の１２月１０日（火）に全委員出席の
もと、委員会を開催いたし、付託された町長
提案の７議案すべてについては満場一致で
可決となりました。

委員会のうごき
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委
員
会
付
託
議
案

◎
議
案
第
43
号　

斑
鳩
町
町
税
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て

　　

国
の
税
制
改
正
に
伴
っ
て
行
わ

れ
る
条
例
改
正
で
あ
り
、
住
宅

ロ
ー
ン
控
除
の
延
長
・
拡
充
や
公

社
債
の
譲
渡
損
益
を
通
算
で
き
る

よ
う
に
す
る
改
定
な
ど
が
行
な
わ

れ
ま
し
た
。

（
質
疑
）
昨
年
度
の
株
取
引
の
実

態
に
つ
い
て

（
答
弁
）
譲
渡
益
が
出
た
方
は
、

78
名
で
金
額
は
約
4
9
0
0
万

円
。
譲
渡
損
失
が
出
た
方
は
、

1
7
3
名
で
金
額
は
約
3
億

9
8
5
0
万
円
で
あ
る
。

（
結
果
）
満
場
一
致
で
可
決

◎
議
案
第
48
号　

平
成
25
年
度
斑

鳩
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
７

号
）に
つ
い
て

　

広
域
保
育
に
係
る
保
育
料
や
、

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
制
度
に
係

る
制
度
管
理
シ
ス
テ
ム
の
導
入
費

用
、
人
件
費
や
、
養
護
老
人
ホ
ー

ム
措
置
費
、
ひ
と
り
親
家
庭
等
医

療
費
の
助
成
な
ど
に
対
す
る
予
算

補
正
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

（
結
果
）
満
場
一
致
で
可
決

◎
議
案
第
53
号　

奈
良
県
市
町
村

総
合
事
務
組
合
を
組
織
す
る
市
町

村
等
の
変
更
に
つ
い
て

◎
議
案
第
54
号　

奈
良
県
市
町
村

総
合
事
務
組
合
の
規
約
の
変
更
に

つ
い
て

　

ど
ち
ら
の
議
案
も
、
奈
良
県
消

防
広
域
化
に
伴
い
、
奈
良
県
市
町

村
総
合
事
務
組
合
の
組
織
や
規
約

が
変
更
さ
れ
る
も
の
で
す
。
若
干

の
質
疑
応
答
が
あ
り
ま
し
た
。

（
結
果
）
満
場
一
致
で
可
決

　

継
続
審
査
案
件

◎
斑
鳩
町
に
お
け
る
歴
史
的
史
跡

等
の
発
掘
調
査
、
整
備
保
存
に
関

す
る
こ
と
に
つ
い
て

・
斑
鳩
町
文
化
財
活
用
セ
ン
タ
ー

で
は
、
春
・
夏
・
秋
と
企
画
展
や

特
別
展
を
開
催
し
、
昨
年
よ
り
も

多
く
の
来
館
者
を
迎
え
た
。

・
史
跡
中
宮
寺
跡
の
整
備
で
は
、

11
月
に
文
化
庁
の
調
査
官
に
現
在

の
実
施
計
画
（
案
）
を
説
明
し
、

お
お
む
ね
の
了
解
を
得
た
。

と
の
報
告
が
あ
り
、
若
干
の
質
疑

応
答
が
あ
り
ま
し
た
。

　

各
課
報
告
事
項

○
消
防
関
係
の
年
末
年
始
の
行
事

予
定
に
つ
い
て

・
年
末
警
戒
が
12
月
28
日
か
ら
30

日
ま
で
実
施
さ
れ
る
。

・
消
防
団
出
初
式
が
1
月
5
日
に

挙
行
さ
れ
る
。

と
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

○
町
有
地
の
売
り
払
い
に
つ
い
て

・
町
が
所
有
し
て
い
る
普
通
財
産

は
監
査
委
員
か
ら
も
指
摘
さ
れ
て

お
り
、
利
活
用
見
込
み
の
低
い
土

地
に
つ
い
て
処
分
を
検
討
し
て
お

り
、
阿
波
２
丁
目
地
内
に
あ
る
町

有
地
（
面
積
3
9
0
・
7
4
㎡
）

と
大
字
法
隆
寺
地
内
に
あ
る
町
有

地
（
面
積
2
，
4
3
7
㎡
・
斑
鳩

町
野
外
活
動
セ
ン
タ
ー
跡
地
）
の

2
つ
の
物
件
に
つ
い
て
、
本
年
度

処
分
を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
る
。

　

売
却
方
法
に
つ
い
て
は
、
一
般

競
争
入
札
に
よ
っ
て
入
札
で
行

い
、
1
月
下
旬
に
入
札
公
告
、
3

月
中
旬
の
入
札
・
開
札
を
目
途
に

進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

ま
た
、
現
在
、
興
留
５
丁
目
地

内
の
第
一
地
所
に
所
在
し
て
い
る

町
有
地（
面
積
2
7
3
・
8
1
㎡
）

に
つ
い
て
は
、
い
か
る
が
パ
ー
ク

ウ
ェ
イ
の
町
道
取
付
け
に
係
る
用

地
取
得
の
代
替
用
地
と
し
て
処
分

手
続
き
を
進
め
て
い
る
。

と
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

（
質
疑
）
売
却
予
定
の
町
有
地
に

つ
い
て
は
、
入
札
不
履
行
に
な
ら

な
い
よ
う
鑑
定
価
格
だ
け
で
な
く

実
勢
価
格
も
加
味
し
て
予
定
価
格

を
算
定
し
て
ほ
し
い
。

（
答
弁
）
い
た
だ
い
た
意
見
を
踏

ま
え
て
、
可
能
な
限
り
予
定
価
格

の
算
定
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
（
木
澤
委
員
長
記
）

　

12
月
11
日
に
総
務
常
任
委
員
会
を
開
催
し
、
本
会
議
か
ら
付
託
を
受
け
た

議
案
や
、ま
た
、継
続
審
査
中
の
案
件
等
に
つ
い
て
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

総
務
常
任
委
員
会

■■■■■■■

▲斑鳩町文化財活用センター

▶
斑
鳩
町
消
防
団
出
初
式

委員会のうごき
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議 員定数検討特別委員会

　

委
員
会
付
託
議
案

◎
発
議
４
号　

斑
鳩
町
議
会
の
議

員
の
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
に
つ
い
て

　

6
月
議
会
最
終
日
に
4
人
の
議

員
か
ら
、
議
員
の
定
数
を
現
行
の

15
人
か
ら
、
13
人
に
削
減
す
る
提

案
が
さ
れ
、
発
議
第
4
号
と
し
て

議
案
と
な
り
ま
し
た
。

　

議
員
定
数
と
い
う
の
は
、
議
会

の
根
幹
に
か
か
わ
る
重
要
な
問
題

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
特
別
委
員
会

を
設
置
し
て
、
そ
の
委
員
会
に
付

託
を
し
て
議
論
を
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　

委
員
会
で
は
、
冒
頭
に
12
月
議

会
で
結
論
を
出
し
、
次
回
の
改
選

ま
で
に
必
要
な
手
続
き
を
整
備
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え

方
が
示
さ
れ
、
提
案
者
の
考
え
る

削
減
の
必
要
性
な
ど
、
主
に
な
ぜ

13
人
と
い
う
数
字
が
出
て
き
た
の

か
。
人
口
も
減
る
こ
と
な
く
頑

張
っ
て
い
る
斑
鳩
町
で
、
財
政
的

に
今
ど
う
し
て
も
削
減
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
状
況
な
の
か
。
委
員

会
中
心
主
義
の
議
会
の
あ
り
方
と

し
て
ど
う
な
の
か
。
住
民
の
意
識

調
査
の
必
要
性
な
ど
が
論
点
と
な

り
、
議
論
が
進
め
ら
れ
て
き
ま
し

た
。

　

8
月
、
9
月
、
11
月
、
12
月
と

合
計
4
回
の
委
員
会
を
開
催
し
た

結
果
、
賛
成
多
数
で
可
決
と
な
り

ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
（
中
川
委
員
長
記
）

　議長を除く14人の議員で構成された議員定数検討
特別委員会を4回開催しました。

斑鳩町議会の議員の定数条例の一部を改正する条例について

【反　対　意　見】　木　澤　議　員

　議会はより多くの住民の声を反映すべきところです。
以前に議員２名分の経費削減をしましたが、住民の声を
反映する議席は極力減らすべきではないという立場か
ら、１名分は定数を削減し、もう１名分は報酬の削減で
対応しました。それ以後も人口は減っていません。議員
定数の削減は、住民の声を町政に反映するという機能を
低下させるものです。
　また、地方分権が進み、議会のチェック機能や政策立
案機能の強化が求められていくときに議員の数を減ら
すことは、議会の比重低下につながると考えます。きち
んと行政と対峙し、ハッキリと物を言える議会であるべ
きです。
　今回の議論では、定数削減の理由として、「住民がそう
言っているから」という以上の根拠が示されませんでし
た。住民の声は尊重すべきです。しかし、政治への不満、
不信が広がるなかで、議員の定数を削減することが、住
民が求めていることに対しての本当の意味での答えに
なるのかという点で、私はそうだとは思いません。
　私は、斑鳩町の議員の数は決して多いとは思いません
し、私たち議員に問われているのは数の問題ではなく、
質の問題だと考えます。

【賛　成　意　見】　飯　髙　議　員

　地方分権の時代を迎え、議会が担う合議体としての役
割と責務は、これまで以上に重要となり、そのための改革
が不可欠です。自治体の地域主権が進む中、地域のことは
地域に住む住民が責任を持って決める、活気に満ちた地
域社会を目指すための改革が進められています。
　一方では、地方議会においても、議事機関としての政策
機関・監視機関の機能強化するために、議員としての自
主性・自律性を高めるため、議会の役割や議員自体のあ
り方などの議会改革を進めていかなければなりません。
議会が行政に対し、厳しい行政改革を求めている議員も
「身をきる改革」をすべきと考えます。
　「削減ありき」や「町民の意見が町政に反映されない」な
ど意見がありますが、議決機関として住民の負託に的確
に応えるために、どう強化し充実させるかが重要です。各
議員が削減の意向を示されているのは、町民の方々の意
見や、今般の地方議会の状況や住民目線などの判断・経
験に裏打ちされた考えの結果であると思います。
　今後、議会の機能を低下させないよう、議会運営委員　
会で議論を重ね、さらに各議員一人ひとりが住民に応え
えられるための発信力・議員力を発揮し、なお一層、成長
することが重要であると考えます。

■■■■■■■本 会 議 で の 討 論
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斑鳩町町税条例の一部を改正する条例について

【反　対　意　見】　里　川　議　員

　今回の条例改正の中にある「金融所得課税の一体化」
については、問題があると考えている。特に、ここには出
てこないが、２０１４年から２０２３年までの１０年間
に証券会社などに開設された口座について、毎年１００
万円まで５年間の投資を非課税とすることなども合わ
せて、優遇されている。
　「資産形成の支援」と言いつつ、低金利とはいえ、圧倒
的多数の庶民の利殖手段である預貯金利子への課税率
は２０％で、不公平になる。
　モデルとなったイギリスのＩＳＡでは預金利子も非
課税であり、日本版は貯蓄が入っておらず、ＩＳＡとは
言えないものになっている。　
　証券投資の損益通算の範囲を拡大し、米・英・仏・独
では、譲渡所得の範囲内が原則で、株式譲渡損を配当、利
子と制限なく相殺できるのは日本だけである。
　生活に余裕がなければ、投資的なものには手がでない。
　消費税の税率があがり、庶民には、増税、負担増が強い
られているなかで、株式譲渡所得は、富裕層の税負担を
著しく引き下げる要因となっており、それを優遇するこ
とは格差拡大を促進することになる。

【賛　成　意　見】　辻　議　員

　このたびの町税条例の改正は、平成２５年度の地方税
制の改正を内容とする地方税法の一部を改正する法律
が平成２５年４月１日に施行されたことに伴い、町税条
例の規定を整備されるものであります。
　今回の税制改正では、所得税と同様に金融所得課税の
一体化の拡充による成長による富の創出に向けた税制
措置、住宅ローン控除の延長・拡充による社会保障・税
一体改革の着実な実施、東日本大震災被災者への復興支
援のための税制上の対応、寄附金税額控除の対象範囲の
拡大、延滞金利率や公的年金からの特別徴収制度の見直
しによる円滑・適正な納税のための環境整備を行おう
とするものであり、現下の経済情勢等を踏まえた必要な
措置を講じられたものであります。
　また、ご承知のように、町税については、地方税法にお
いて、「地方団体は、地方税法の定めるところによって、
地方税を賦課徴収することができる。」と　規定されて
いるところであります。
　以上のことから、斑鳩町町税条例の一部を改正する条
例について賛成するものであります。

斑鳩町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

【反　対　意　見】　木　澤　議　員

　今回の条例改正は、国で行われた地方税制の改定に

伴って金融・証券課税の一体化のため、公社債等の利

子や譲渡損益について、上場株式等の配当や譲渡損益

と同じように、これまで非課税であったものに２０％

の税率をかけるとともに、上場株式等と同じように損

益通算できるようにするという改定が行われ、このこ

とが国民健康保険税の算定にも影響を与えます。

　国で行われた金融・証券課税の一体化という改定の

中には、損益通算の拡大などが含まれています。こうし

た点は富裕層の税負担を著しく引き下げる要因となっ

ており、それを優遇することは格差拡大を促進するこ

とになります。そのため、議案第４３号　斑鳩町町税条

例の一部を改正する条例に対して行われた反対討論で

示されたのと同様の理由で、この議案にも反対するも

のです。

【賛　成　意　見】　坂　口　議　員

　このたびの国民健康保険税条例の改正は、地方税法の

一部を改正する法律が平成２５年４月１日に施行され

たことに伴う条文の整理で、金融・証券課税の一体化の

ため、公社債等の利子及び譲渡損益について、上場株式

等の配当及び譲渡損益と同じ税率及び課税方式とし、こ

れらの間で損益通算を行うことができるようにするも

のであります。

　ご存知のように、国民健康保険税は、地方税法の規定

に基づき、その賦課および徴収等に関する事項を条例で

定めることとされており、今回のように、国民健康保険

税の課税対象所得の範囲を見直すという地方税法の改

正があった場合は、同時に国民健康保険税条例を改正し

なければならないものであります。

　町が条例改正を行うことは当然であると考えるもの

であり、このことから斑鳩町国民健康保険税条例の一部

を改正する条例については賛成するものであります。

■■■■■■■ ■■■■■■■本 会 議 で の 討 論
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安心して介護が受けられるために、介護の拡充を求める意見書について

【反　対　意　見】　飯　髙　議　員

　社会保障給付が既に年間100 兆円を超えるなか、将
来を見据えて「持続可能な社会保障制度」の改革が不可
欠です。今、介護保険制度改革について、社会保障制度改
革国民会議の報告のまとめを基に、地域の実情に沿った
内容についての審議が進められています。
　特に、介護予防を進める市町村の現場で要支援者など
について、全国知事会からも円滑な事業ができるよう十
分な準備期間の確保や地域間格差が生じないこと、地方
に新たな財政負担や過度の事務負担が生じないように
との意見があります。新たな地域支援事業の実施にあた
り、住民主体の地域づくりの基盤整備では、市町村の環
境整備に合わせて適切な移行期間を設ける意見など寄
せられています。また、介護人材の確保についても、審議
会の意見書の素案では、介護報酬改定を通じた処遇改善
のほか、研修の受講支援や人事交流の推進などの、いわ
ゆるキャリアパスの確立に向けた取り組みが考えられ
ています。
　団塊の世代がすべて７５歳以上となる１０年後を見
据え、保険料負担が増加の一途をたどることが予想され
ることから、社会保障制度を維持していくために、報告
書については、尊重されるものと考えます。

【賛　成　意　見】　里　川　議　員

　介護を社会でささえるためにと、２０００年に創設さ
れた制度ですが、３年毎の保険料の見直しとともに、高
齢化が進む中で、制度の抑制、縮小ばかりが検討されて
いる。厚生労働省が、来年の通常国会に提出しようとし
ている介護保険法の改正は、いろいろな問題点がある。
その中でも、特に、要支援の訪問介護・デイサービスは、
市町村に移管するとなっている。要支援の方々にとっ
て、軽度の認知症の方々にとって、人と係わることで予
防効果が高くなることは明らかである。そのためにも、
ホームヘルプサービスやデイサービスは必要なもので
ある。介護保険の給付から外して、市町村に責任を押し
付けるのは無謀である。市町村の財政状況によっては
サービスが行えないというような事態がおこってはな
らない。それこそ、高い保険料を払っているのに、必要な
介護が受けられないということが起こる可能性が出て
くる。また、介護職員の人材不足も深刻化している。介護
報酬引き上げなど、国の責任で、介護労働者の処遇改善
を進めることが重要であり、特別養護老人ホーム・小規
模多機能施設・グループホームなどきめ細かに整備で
きるように自治体への財政支援を強めることが重要で
ある。

給付制奨学金の実現と学費・授業料無償化を進めることを求める意見書について

【反　対　意　見】　小　林　議　員

　「給付制奨学金の実現と学費・授業料無償化を進める
ことを求める意見書」をこの内容で提出することに反対
の立場から、討論をします。
　教育費における公財政支出を出すことによって、経済
的なハンディキャップなく多くの人たちにチャンス、可
能性を提供するということがこれからの我が国の発展、
また一人一人の経済的豊かさの享受のためにも必要で
あると考えています。
　しかし、これからは限りある予算の有効配分、選択と
集中をしていかなければならないとも考えており、大学
に一律、ただ単にどこの大学でも、誰にでも公財政支出
をする、現時点での大学授業料の無償化や給付制奨学金
については反対です。しかし、意欲と能力のある学生等
が、経済的理由により進学等を断念することがないよ
う、奨学金制度の改善充実を図るよう国には切に願うと
ころです。
　今回の高校無償化制度の見直しについては、所得制限
により捻出した財源・現行予算をより効果的に活用し
て低所得世帯への支援を重点的に行うなどの改善を通
じて、経済的負担軽減の適正化を図り、教育の機会均等
等をより実質的に保障しようとするために、今回はやむ
を得ず所得制限を設けたと認識しています。

【賛　成　意　見】　木　澤　議　員

　大学の学費負担が急激に増えており、国立大学では１
９６９年度１万６千円であったものが、２０１０年度で
は８１万７，８００円に、私立大学では１９６９年度２
２万１，８７４円であったものが、２００９年度では１
３１万２，１４６円と激増しています。
　家庭の財政状況によって進学をあきらめざるをえな
い若者が増えていることとあわせて、奨学金制度を利用
して進学した若者が、就職難のため大学卒業と同時に数
百万円という借金を背負わされるという状況が社会問
題となっています。
　また、公立高校の授業料無償化に所得制限が導入され
ました。一定の所得がある人に応分の負担を担ってもら
うことは必要ですが、所得税などで払っていただくべき
です。所得制限の導入は、授業料を払う家庭と払わない
家庭を生み出し、学校内に格差を持ち込むことになりま
す。また、所得の低い家庭ほど複数の仕事をしていたり、
収入が安定していなかったりするなど所得の申告をし
づらい傾向があるため、本当に必要な家庭が制度の適用
から外れてしまうことが懸念されます。
　学びたいと願う若者がお金の心配なく安心して学べ
るようにするべきだと考えます。

■■■■■■■本 会 議 で の 討 論 ■■■■■■■
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